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 佐賀県訓令甲第６号 

                                                    本 庁    

                                                    現 地 機 関   

                                                    労働委員会事務局    

 佐賀県文書規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和３年３月31日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    

   佐賀県文書規程等の一部を改正する訓令 

 （佐賀県文書規程の一部改正） 

第１条 佐賀県文書規程（昭和55年佐賀県訓令甲第１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

   佐賀県文書規程    佐賀県文書管理規程 

目次 目次 

 第１章～第５章 略  第１章～第５章 略 

第６章 勤務時間外に到着した文書の取扱い（第38条） 第６章 勤務時間外における文書の発送等（第38条） 

 第７章・第８章 略  第７章・第８章 略 

 附則  附則 

   付記    付記 

 別表第１～ 〃 第３ 略  別表第１～ 〃 第３ 略 

 様式第１号～ 〃 第６号 略  様式第１号～ 〃 第６号 略 

   〃 第６号の２ 郵便切手等請求書 

  〃 第７号～ 〃 第12号 略   〃 第７号～ 〃 第12号 略 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規程は、本庁及び所における文書事務の適正かつ能率

的な運営を図るため、文書の管理に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

第１条 この規程は、本庁及び所における文書事務の適正かつ能率

的な運営を図るとともに、県政に関する文書の散逸を防止するた

め、文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 
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改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

(1)～(13) 略 (1)～(13) 略 

(14) 未完結文書 組織的に用いるものとして作成し、又は取得

した文書で、現に利用し、又は使用しているものをいう。 

(14) 未完結文書 完結文書となるもののうち、その処理が未完

了であるものをいう。 

(15) 完結文書 組織的に用いるものとして作成し、又は取得し

た文書で、事案の処理が完了したものをいう。 

(15) 完結文書 文書のうち、組織的に共有し、又は管理するも

のであって、その処理が完了しているものをいう。 

(16) 電子施行 文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交

付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じ

て記載事項を送信し、文書被交付者等の使用に係る電子計算機

に備えられた文書被交付者ファイルに記録する方法（以下「電

磁的方法」という｡）により電磁的記録を交付することをいう。 

(16) 電子施行 文書交付者の使用に係る電子計算機と文書被交

付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じ

て記載事項を送信し、文書被交付者等の使用に係る電子計算機

に備えられた文書被交付者ファイルに記録する方法（以下「電

磁的方法」という｡）等により、電磁的記録を交付することをい

う。 

(17)～(22) 略 (17)～(22) 略 

（文書の記号及び番号） （文書の記号及び番号） 

第４条 次の各号に掲げる文書には、それぞれ当該各号に定めると

ころにより記号及び番号を付けなければならない。ただし、儀礼

的な文書等で記号及び番号を付けることが適当でないもの、又は

軽易な文書には、これを省略することができる。 

第４条 次の各号に掲げる文書には、それぞれ当該各号に定めると

ころにより記号及び番号を付けなければならない。ただし、儀礼

的な文書等で記号及び番号を付けることが適当でないもの又は軽

易な文書には、これを省略することができる。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 施行する往復文等 電子文書システムにより記号及び番号

を付ける。ただし、親展文書については、親展文書台帳（様式

第２号）によって番号を付け、記号の上記に「親」の字を加え

る。 

(3) 施行する往復文等（次号の親展文書を除く｡） 電子文書シ

ステムにより記号及び番号を付ける。この場合において、同一

の件名又は同種の事案で、年度内に多量に発生する文書につい

ては、当該年度内の文書に限り、電子文書システムで付ける番

号に枝番号を付けることができる。 
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改正前 改正後 

 (4) 親展文書 電子文書システムの記号の次に「親」の字を加え

たものに、親展文書台帳（様式第２号）よって番号を付ける。 

２ 前項の規定による記号は、課名若しくは所名の頭文字又は課名

若しくは所名とする。 

２ 前項の規定による記号は、課名若しくは所名を簡潔に表示する

もの又は課名若しくは所名とする。 

３ 文書の番号は、毎年４月１日から始まり、翌年の３月31日に終

わるものとする。ただし、条例、規則、告示及び訓令甲の番号は、

毎年１月１日から始まり、12月31日に終わるものとする。 

３ 文書の番号は、毎年４月１日から始まり、翌年の３月31日に終

わるものとする。ただし、第１項第１号に掲げる文書の番号は、

毎年１月１日から始まり、12月31日に終わるものとする。 

（法務私学課長の職務） （法務私学課長の職務） 

第５条 法務私学課長は、本庁及び所における文書事務を総括する。 第５条 法務私学課長は、本庁及び所における文書管理事務（文書

を取得し、又は作成してから廃棄するに至るまでの文書の管理に

係るすべての事務をいう。以下同じ｡）を総括する。 

２ 法務私学課長は、本庁及び所の文書事務を随時調査し、適正か

つ迅速に処理されるよう指導しなければならない。 

２ 法務私学課長は、本庁及び所の文書管理事務を随時調査し、適

正かつ能率的に処理されるよう指導しなければならない。 

 ３ 法務私学課長は、前項の規定による調査又は指導のために必要

な限度において、課長又は所長に対し、報告を求めることができ

る。 

 （課長及び所長の職務） 

 第５条の２ 課長又は所長は、課又は所における文書管理事務が適

正かつ能率的に処理されるよう、所属職員を指導監督しなければ

ならない。 

（文書主任） （文書主任） 

第６条 略 第６条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 文書主任が不在のときは、課長又は所長が所属職員のうちから

指名する者がその職務を代行することができる。 

３ 文書主任が不在のとき又は課若しくは所の運営上必要なとき

は、課長又は所長が所属職員のうちから指名する者がその職務を

代行することができる。 
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改正前 改正後 

（文書取扱者） （文書取扱者） 

第８条 略 第８条 略 

 （職員の職務） 

 第８条の２ 職員は、この規程及びこれに関連する法令、通知等を

遵守し、適正かつ能率的に文書管理事務を処理しなければならな

い。 

（本庁における郵便物等の配布） （本庁における郵便物等の配布） 

第11条 法務私学課長は、前条の規定により受領した郵便物は、次

の各号により処理しなければならない。 

第11条 法務私学課長は、前条の規定により受領した郵便物は、次

の各号により処理しなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 書留郵便物及び特別送達郵便物は、特殊文書配布簿（様式第

３号）に必要な事項を記入して受領印又は署名を徴し、主務課

に配布すること。この場合において、特別送達郵便物について

は、開封してその余白又は封筒に受付日付印を押し、到達時刻

を記入すること。 

(2) 書留郵便物、特別送達郵便物その他受領の確認が必要な郵便

物（信書便に限る｡）は、特殊文書配布簿（様式第３号）に必要

な事項を記入し、主務課の確認を経た上で配布すること。この

場合において、特別送達郵便物については、開封してその余白

又は封筒に受付日付印を押し、到達時刻を記入すること。 

 (3) 追跡サービスが付与されている郵便物（前号に規定する郵便

物を除く｡）は、前号の規定に準じて処理すること。 

２・３ 略 ２・３ 略 

 （本庁における文書の取扱い）  （本庁における文書の取扱い） 

第12条 略 第12条 略 

２ 前項の規定により親展文書の交付を受けた者は、当該親展文書

が同項第２号に規定する手続を必要と認めるものであるときは、

速やかに同項第２号に規定する手続を行わなければならない。 

２ 前項の規定により親展文書の交付を受けた者は、当該親展文書

が同項第２号に規定する手続を必要と認めるものであるときは、

速やかに同号に規定する手続を行わなければならない。 

３・４ 略 ３・４ 略 

（所における文書の取扱い） （所における文書の取扱い） 

第13条 略 第13条 略 
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改正前 改正後 

２ 前項の規定により親展文書の交付を受けた者は、当該親展文書

が同項第２号に規定する手続を必要と認めるものであるときは、

速やかに同項第２号に規定する手続を行わなければならない。 

２ 前項の規定により親展文書の交付を受けた者は、当該親展文書

が同項第２号に規定する手続を必要と認めるものであるときは、

速やかに同号に規定する手続を行わなければならない。 

（電子文書の受信等） （電子文書の取扱い） 

第14条 法務私学課長（課又は所にあっては、文書主任）は、電子

署名のある電子文書を受信したときは、電子署名を検証しなけれ

ばならない。 

第14条 法務私学課長又は課若しくは所の文書主任は、電子文書を

受信したときは、内容を確認するとともに、当該電子文書に電子

署名があるときは、当該電子署名の検証を行わなければならない。 

２ 法務私学課長は、電子文書を受信したときは、前項の処理を行

った後、直ちに主務課に転送しなければならない。この場合にお

いて、２以上の課に関係のある電子文書は、その関係の最も深い

課に転送しなければならない。 

２ 法務私学課長又は課若しくは所の文書主任は、当該課若しくは

所の主管に属しない電子文書又は他の課に関係のある電子文書を

受信したときは、直ちに当該関係課に転送しなければならない。 

３ 各課又は各所の文書主任は、第１項の規定により受信した電子

文書又は前項の規定により転送を受けた電子文書が当該課又は所

の主管に属しないものであるときは、直ちに関係課又は所に転送

しなければならない。 

３ 課又は所の文書主任は、前項の規定により転送を受けた電子文

書が当該課又は所の主管に属しないものであるときは、直ちに関

係課又は所に転送しなければならない。 

 ４ 前３項に定めるもののほか、電子メールによる電子文書の取扱

いについては、佐賀県電子メール取扱規程（平成25年佐賀県訓令

甲第10号）の定めるところによる。 

（起案） （起案） 

第18条 略 第18条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 電報案には発信理由及びふりがなを付けなければならない。 ３ 電報案は、特に簡明な内容とし、案文にふりがなを付けるとと

もに、余白に総字数を記載しなければならない。 

（発信者名） （発信者名） 

第23条 施行文書の発信者名は、原則として別表第２による。ただ

し、必要がある場合は、この限りでない。 

第23条 施行文書の発信者名は、原則として別表第２による。ただ

し、法令の規定により別に定めがある場合、事務の委任を受けた



6 

改正前 改正後 

場合その他必要がある場合は、この限りでない。 

（主務課名の表示） （課名等の表示） 

第24条 発信者名が知事、副知事又は部長（局長を含む｡）の施行文

書には、主務課名を当該施行文書の末尾に括弧書きで表示しなけ

ればならない。ただし、法規文、公示文、令達文、行政不服審査

関係文、契約書、賞状、式辞その他主務課名を表示することが適

当でない施行文書については、この限りでない。 

第24条 施行文書には、照会その他の便宜に資するため、事務担当

者の課名、職名、氏名、電話番号等の連絡先（以下この項におい

て「課名等」という｡）を当該施行文書の末尾に表示しなければな

らない。ただし、法規文、公示文、令達文、行政不服審査関係文、

契約書、賞状、式辞その他課名等を表示することが適当でない施

行文書については、この限りでない。 

２ 施行文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて、

事務担当者の課名、氏名、電話番号等を当該施行文書の末尾に表

示するよう努めなければならない。 

 

 

３ 略 ２ 略 

（取扱いの表示） （取扱いの表示） 

第25条 次の各号に掲げる取扱いを要する起案文書には、当該各号

に掲げる区分によりその取扱いの種類を表示しなければならな

い。 

第25条 次の各号に掲げる取扱いを要する起案文書には、当該各号

に掲げる区分によりその取扱いの種類を表示しなければならな

い。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 特殊な取扱いにより施行するもの 「内容証明扱い」「配達

証明扱い」「書留扱い」「特定記録扱い」「現金書留扱い」「速

達扱い」「公印省略」「電子署名省略」 

(3) 特殊な取扱いにより施行するもの 「内容証明扱い」「配達

証明扱い」「書留扱い」「特定記録扱い」「現金書留扱い」「速

達扱い」 

(4)～(8) 略 (4)～(8) 略 

(9) 第36条第４項に規定する佐賀県文書逓送実施要領に基づき

特別逓送により施行するもの 「特別逓送」 

(9) 特別逓送（第36条第５項の逓送により発送する文書のうち、

重要な文書等で受領の記録を要するものをいう｡）により施行す

るもの 「特別逓送」 

（文書の審査）  （文書の審査） 

第33条 文書は、本庁にあっては各事務を担当する係長（係長が置 第33条 文書は、本庁にあっては主務係長の審査を、所にあっては
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改正前 改正後 

かれていない課にあっては課長が所属職員のうちから指名する

者）の審査を、所にあっては各事務を担当する所の課長（所の課

長が置かれていない所にあっては所長が所属職員のうちから指名

する者）の審査を受けなければならない。 

所の主務課長の審査を受けなければならない。 

２ 前項に規定する文書の審査を行う者は、電子回議の場合を除き、

前項の審査を終わったときは、原議書の審査欄に押印しなければ

ならない。 

 

（公印等の押印）  （公印等の押印） 

第34条 施行文書（電子文書を除く｡）は、公印を押さなければなら

ない。ただし、権利の得喪又は変更に関する文書その他重要な文

書を除き、公印を省略することができる。この場合において、県

の機関に対して施行する文書を除き、発信者名の下部に「（公印

省略）」の表示をしなければならない。 

第34条 公印は、次に掲げる施行文書（電子文書を除く｡）に限り押

印するものとする。 

 (1) 法令により公印の押印が必要とされる文書 

 (2) 権利の得喪又は変更に関する文書 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、重要な文書（法令、国からの通

知等により公印の押印が必要とされていないものを除く｡） 

２ 法務私学課長が管守する公印（法務私学課の課印及び課長印を

除く｡）を使用するときは、法務私学課長の承認を受けなければな

らない。 

２ 法務私学課長が管守する公印（法務私学課の課印及び課長印並

びに私立中高・専修学校支援室の室長印を除く｡）を使用するとき

は、法務私学課長の承認を受けなければならない。 

３ 略 ３ 略 

４ 第１項に定めるもののほか、公印の使用については、佐賀県公

印規程（昭和42年佐賀県訓令甲第４号）の定めるところによる。 

４ 前３項に定めるもののほか、公印の使用については、佐賀県公

印規程（昭和42年佐賀県訓令甲第４号）の定めるところによる。 

５ 電子文書には、電子署名をしなければならない。ただし、権利

の得喪又は変更に関する文書その他重要な文書を除き、電子署名

を省略することができる。 

５ 電子署名は、第１項第２号及び第３号に掲げる文書を電子施行

により施行する場合に限り、行うものとする。 
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改正前 改正後 

６ 前項に定めるもののほか、電子署名については、別に定める。 ６ 前項に定めるもののほか、電子署名については、佐賀県電子署

名規程（平成14年佐賀県訓令甲第11号）の定めるところによる。 

（ファクシミリ等を利用した文書の施行） （ファクシミリ等を利用した文書の施行） 

第35条 ファクシミリによる施行は、公印を省略した文書を、県の

機関又はファクシミリでの送付を了解している者に対して送付す

る場合に行うことができる。 

第35条 ファクシミリによる施行は、公印の押印を要しない文書を、

県の機関又はファクシミリでの送付を了解している者に対して送

付する場合に行うことができる。 

２ 電子施行は、総合行政ネットワークを利用して施行する場合又

は県の機関若しくは電子施行を了解してる者に対して施行する場

合に行うことができる。 

２ 電子施行は、電子メール、電子文書システム又は総合行政ネッ

トワークにより、国若しくは県の機関又は電子施行を了解してい

る者に対して電子文書を交付する場合に行うことができる。 

３ 総合行政ネットワークを利用して電子施行を行う場合は、文書

交換証明書を添付して施行しなければならない。 

 

（発送の手続） （発送の手続） 

第36条 本庁において法務私学課を通して文書を発送しようとする

者は、午後３時までに当該文書を法務私学課に送付しなければな

らない。 

第36条 本庁において法務私学課を経由して文書を発送しようとす

るときは、法務私学課長が別に指定する時刻までに当該文書を法

務私学課に持ち込み、その承認を受けなければならない。 

２ 前項の規定により法務私学課を通して発送しようとする文書に

ついては、主務課において封入又は包装その他発送に必要な処理

をしなければならない。ただし、法務私学課であて先の同じもの

を合封して発送する場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により発送する文書については、主務課において封

入又は包装その他発送に必要な処理をしなければならない。ただ

し、法務私学課であて先の同じものを合封して発送する場合は、

この限りでない。 

３ 法務私学課長は、第１項の規定により発送を要する文書の送付

を受けたときは、速やかに当該文書を発送しなければならない。

この場合において、起案文書に速達扱いその他特殊な取扱いの表

示があっても、内容を審査してその必要がないと認められるもの

は、主務課と協議してその取扱方法を変更することができる。 

３ 法務私学課長は、第１項の規定により発送文書の持込みを受け

たときは、速やかに当該文書を発送しなければならない。この場

合において、起案文書に速達扱いその他特殊な取扱いの表示があ

っても、内容を審査してその必要がないと認められるものは、主

務課と協議してその取扱方法を変更することができる。 

 ４ 本庁において、主務課が法務私学課に対し郵便切手等の請求を

しようとするときは、前項に規定する特殊な取扱いの必要性を確

認することができる起案及び郵便切手等請求書（様式第６号の２）
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改正前 改正後 

を法務私学課に持ち込み、その承認を受けなければならない。 

４ 法務私学課において逓送により発送する文書の取扱いは、別に

定める。 

５ 法務私学課において逓送（法務私学課が定める計画に基づき本

庁と現地機関等との間を巡回して文書の発送等を行う業務をい

う｡）により発送する文書の取扱いについては、別に定める。 

   第６章 勤務時間外に到着した文書の取扱い    第６章 勤務時間外における文書の発送等 

（勤務時間外に到着した文書の取扱い） （勤務時間外における文書の発送等） 

第38条 勤務時間外に到着した文書の取扱いについては、別に定め

るところによる。 

第38条 勤務時間外における文書の発送等については、法務私学課

長の指示に従うものとする。 

（未完結文書の整理、保管等） （未完結文書の整理、保管等） 

第39条 略 第39条 略 

２ 文書主任は、随時未完結文書を調査し、その処理状況をは握す

るとともに、担当者に対して文書の処理の促進について必要な指

示をしなければならない。 

２ 文書主任並びに主務係長及び所の主務課長は、随時未完結文書

を調査し、その処理状況を把握するとともに、担当者に対して文

書の処理の促進について必要な指示をしなければならない。 

（完結文書の整理等） （完結文書の整理等） 

第42条 略 第42条 略 

２ 電子文書システムによる場合を除き、簿冊は、次の各号に定め

る方法により編さんしなければならない。 

２ 電子文書システムによる場合を除き、簿冊は、次の各号に定め

る方法により編さんしなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 各簿冊ごとに件名目次（様式第７号）を付けること。ただし、

保存期間が５年以下の完結文書を編さんした簿冊については、

この限りでない。 

(2) 各簿冊ごとに件名目次（様式第７号）を付けること。 

(3) 略 (3) 略 

(4) 簿冊の厚さは、10センチメートルを基準として編さんするこ

と。 

(4) 簿冊の厚さは、編さんする完結文書に適したものとするこ

と。 

(5) 電子文書システムで出力する背表紙を装ていすること。 (5) 電子文書システムで出力する背表紙を装丁すること。 

（保存文書の返還） （保存文書の返還） 



10 

「 

」 

「 

」 

改正前 改正後 

第47条 主務課長及び所長は、事務処理上特に自ら保管する必要が

生じた保存文書については、公文書館長の承認を得て返還を受け

ることができる。この場合において、事務局長、主務課長及び所

長は、保存文書返還目録（様式第11号）を公文書館長に提出しな

ければならない。 

第47条 主務課長及び所長は、事務処理上特に自ら保管する必要が

生じた保存文書については、公文書館長の承認を得て返還を受け

ることができる。この場合において、主務課長及び所長は、保存

文書返還目録（様式第11号）を公文書館長に提出しなければなら

ない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（書庫の管理） （書庫等の管理） 

第50条 公文書館長及び所長は、書庫を常に清掃整備するとともに

火災、盗難、虫そ害及び湿気を予防するよう努めなければならな

い。 

第50条 公文書館長並びに課長及び所長は、文書を保管・保存して

いる書庫等を常に清掃整備するとともに火災、盗難、虫そ害及び

湿気を予防するよう努めなければならない。 

 別表第１中「平成」を削る。 

 

 様式第３号中      を「受領者確認欄」に、「取扱者印」を     に改める。 

 

 様式第６号の次に次の１様式を加える。 

受領者印 
又は署名 

取扱者 
確認欄 
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様式第６号の２（第36条関係） 

 

郵便切手等請求書 

 

（記号）第     号 

年  月  日 

法務私学課長 様 

 

 課 長  

 

種類及び枚数 金額 使用目的 

 

     円切手    枚 

 

      円 

具体的に記入すること。 

 

     円切手    枚 

 

      円 

 

     円切手    枚 

 

      円 

 

     円切手    枚 

 

      円 

 

レターパック  枚 ／  円 

 

      円 

 

レターパック  枚 ／  円 

 

      円 

 

官製・往復はがき    枚 

 

      円 

合計 
 

      円 

 

受領者氏名             

 

 

注意事項 

１ 九州各県（沖縄県・離島を除く｡）への郵便は、翌日に配達されるので速達は不要

です。 

２ 特殊料金が必要な郵便については、その必要性を確認しますので、郵便物とともに

特殊な取扱いの必要性を確認できる起案も持参してください。 

３ 速達は、切手の交付後、各課で郵便局に持参していただきます。 
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「 
「 

」 

「 
」

「 

」 

「 

「 「 

 様式第７号中       を      に改める。 

 

 様式第９号中     を       に改める。 

 

 様式第10号中     を       に、「受領印」を     に改める。 

 

 （佐賀県公印規程の一部改正） 

第２条 佐賀県公印規程（昭和42年佐賀県訓令甲第４号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第１条の２ この規程において、「課」及び「課長」の意義は、佐

賀県文書規程（昭和55年佐賀県訓令甲第１号）第２条に定めると

ころによる。 

第１条の２ この規程において、「課」及び「課長」の意義は、佐

賀県文書管理規程（昭和55年佐賀県訓令甲第１号）第２条に定め

るところによる。 

（公印取扱主任） （公印取扱主任） 

第６条 略 第６条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 公印取扱主任は、佐賀県文書規程第６条に規定する文書主任を

もって充てる。ただし、法務私学課長が管守する公印（総務部の

部印、部長印及び副部長印、法務私学課の課印及び課長印並びに

私立中高・専修学校支援室の室長印を除く｡）の公印取扱主任は、

法務私学課において文書の管理に関する事務を担当する係長をも

って充てる。 

３ 公印取扱主任は、佐賀県文書管理規程第６条に規定する文書主

任をもって充てる。ただし、法務私学課長が管守する公印（総務

部の部印、部長印及び副部長印、法務私学課の課印及び課長印並

びに私立中高・専修学校支援室の室長印を除く｡）の公印取扱主任

は、法務私学課において文書の管理に関する事務を担当する係長

をもって充てる。 

（公印の使用） （公印の使用） 

第９条 略 第９条 略 

２ 公印取扱主任は、公印の使用を承認するに当たって次の事項を

確認しなければならない。 

２ 公印取扱主任は、公印の使用を承認するに当たって次の事項を

確認しなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

」 

閲 覧 
承認印 

借用承認者 
確認欄 

あ て 先 
（差出人） 

受領者 
確認欄 

文書番号 

閲覧承認者 
確認欄 

借 用 
承認印 」 」 」 



13 

改正前 改正後 

 (2) 佐賀県文書管理規程第34条第１項に掲げる文書への該当の

有無 

(2)・(3) 略 (3)・(4) 略 

３・４ 略 ３・４ 略 

（公印の事故報告） （公印の事故報告） 

第14条 公印管守者は、公印の紛失、盗難その他の事故があったと

きは、直ちに公印事故届（様式第８号）を法務私学課長を経て知

事に提出しなければならない。 

第14条 公印管守者は、公印の紛失、盗難その他の事故があったと

きは、直ちに公印事故届（様式第８号）を法務私学課長に提出し

なければならない。 

様式第７号（第13条関係） 様式第７号（第13条関係） 

  略   略 

用
紙
の
名
称 

課（現地機関）長印  略 取扱者印 

 略 

 
 

用
紙
の
名
称 

課（現地機関）長確認欄  略 取扱者確認欄 

 略 

 
 

 （注） 略  （注） 略 

様式第８号（第14条関係） 様式第８号（第14条関係） 

  略   略 

佐賀県知事 様 法務私学課長 様 

  略   略 

 （佐賀県電子署名規程の一部改正） 

第３条 佐賀県電子署名規程（平成14年佐賀県訓令甲第11号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 
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改正前 改正後 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。 

(1) 部長、課長、室長、電子署名及び電子施行 佐賀県文書規程

（昭和55年佐賀県訓令甲第１号。以下「文書規程」という｡）第

２条に定めるところによる。 

(1) 部長、課長、室長、電子署名及び電子施行 佐賀県文書管理

規程（昭和55年佐賀県訓令甲第１号。以下「文書管理規程」と

いう｡）第２条に定めるところによる。 

(2) 文書交換者証明 電子施行を担当する者により正当に送信

されたものであることを証明することをいう。 
 

(3)～(9) 略 (2)～(8) 略 

（電子署名を行う文書の発信者等）  （電子署名を行う文書の発信者等） 

第３条 略 第３条 略 

２ 前項に掲げる発信者以外の発信者について電子署名を行おうと

する者は、総務部長の承認を受けなければならない。 

２ 前項に掲げる発信者以外の発信者について電子署名を行おうと

する者は、法務私学課長の承認を受けなければならない。 

３ 文書交換者証明は、文書主任に対して行うものとする。  

４ 電子署名及び文書交換者証明は、地方公共団体組織認証基盤に

おける佐賀県認証局が発行する鍵情報等により行うものとする。 

３ 電子署名は、地方公共団体組織認証基盤における佐賀県認証局

が発行する鍵情報等により行うものとする。 

５ 前項の鍵情報等は、一の発信者又は一の文書主任について複数

発行しないものとする。ただし、庁舎の分離その他特別の理由に

より、一の鍵情報等のみでは事務の円滑な処理に支障を来すおそ

れがあると総務部長が認める場合は、この限りでない。 

４ 前項の鍵情報等は、一の発信者について複数発行しないものと

する。ただし、庁舎の分離その他特別の理由により、一の鍵情報

等のみでは事務の円滑な処理に支障を来すおそれがあると法務私

学課長が認める場合は、この限りでない。 

（鍵情報等管守者） （鍵情報等管守者） 

第４条 略 第４条 略 

２ 前条第２項及び第５項ただし書の規定に基づいて発行された鍵

情報等格納媒体の管守者は、別に指定する。 

２ 前条第２項及び第４項ただし書の規定に基づいて発行された鍵

情報等格納媒体の管守者は、別に指定する。 

（鍵情報等取扱主任） （鍵情報等取扱主任） 

第５条 略 第５条 略 
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改正前 改正後 

２ 略 ２ 略 

３ 鍵情報等取扱主任は、文書規程第６条に規定する文書主任をも

って充てる。ただし、法務私学課長が管守する鍵情報等格納媒体

（法務私学課長の電子署名に係る鍵情報等格納媒体を除く｡）の鍵

情報等取扱主任は、法務私学課で文書法制事務を所掌する係長を

もって充てる。 

３ 鍵情報等取扱主任は、文書管理規程第６条に規定する文書主任

をもって充てる。ただし、法務私学課長が管守する鍵情報等格納

媒体（総務部長及び法務私学課長の電子署名に係る鍵情報等格納

媒体を除く｡）の鍵情報等取扱主任は、法務私学課において文書の

管理に関する事務を担当する係長をもって充てる。 

（鍵情報等の発行） （鍵情報等の発行） 

第６条 法務私学課長は、鍵情報等を発行しようとするときは、あ

らかじめ経営支援本部長の承認を受けなければならない。 

第６条 鍵情報等管守者は、鍵情報等の発行を受けようとするとき

は、あらかじめ法務私学課長に発行申請の手続を依頼しなければ

ならない。 

２ 法務私学課長は、鍵情報等を発行したときは、当該鍵情報等を

鍵情報等管理台帳（様式第１号）に登録しなければならない。 

２ 法務私学課長は、鍵情報等が発行されたときは、当該鍵情報等

を鍵情報等管理台帳（様式第１号）に登録しなければならない。 

（鍵情報等の使用） （鍵情報等の使用） 

第７条 略 第７条 略 

２ 鍵情報等取扱主任は、鍵情報等の使用を承認するときは、次の

事項を確認しなければならない。 

２ 鍵情報等取扱主任は、鍵情報等の使用を承認するときは、次の

事項を確認しなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

 (2) 文書管理規程第34条第１項第２号及び第３号に掲げる文書

への該当の有無 

(2)・(3) 略 (3)・(4) 略 

３・４ 略 ３・４ 略 

（鍵情報等の事故報告） （鍵情報等の事故報告） 

第11条 鍵情報等管守者は、次の各号に掲げる場合には、直ちに鍵

情報等事故報告書（様式第２号）により総務部長にその旨を報告

しなければならない。 

第11条 鍵情報等管守者は、次の各号に掲げる場合には、直ちに鍵

情報等事故報告書（様式第２号）により法務私学課長にその旨を

報告しなければならない。 

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略 
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改正前 改正後 

２ 総務部長は、前項の規定により鍵情報等事故報告書が提出され

た場合において、電子署名が不正に使用されるおそれがあると認

めるときは、直ちに当該鍵情報等に係る電子署名の中止その他必

要な措置を執らなければならない。 

２ 法務私学課長は、前項の規定により鍵情報等事故報告書が提出

された場合において、電子署名が不正に使用されるおそれがある

と認めるときは、直ちに当該鍵情報等に係る電子署名の中止その

他必要な措置を執らなければならない。 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 

鍵情報等格納媒体の種類 鍵情報等管守者 

 略  

現地機関の長の鍵情報等格納媒体  略 

文書交換者証明の鍵情報等格納媒体 鍵情報等取扱主

任 
 

鍵情報等格納媒体の種類 鍵情報等管守者 

 略  

現地機関の長の鍵情報等格納媒体  略 

 

 

 

 

様式第２号（第11条関係） 様式第２号（第11条関係） 

  略   略 

  総務部長 様   法務私学課長 様 

  略   略 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この訓令は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第１条中第 11 条、別表第１、様式第３号、様式第９号及び様式第 10 号の改正規

定並びに第２条中様式第７号の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の佐賀県文書管理規程第 42 条第２項の規定については、令和３年度以降の簿冊の編さんから適用し、令和２年

度以前の簿冊の編さんについては、なお従前の例による。 

 （当直服務規程の一部改正） 

３ 当直服務規程（昭和 25 年佐賀県庁中令第５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（当直の簿冊、物品）  （当直の簿冊、物品） 
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改正前 改正後 

第４条 当直員は次の簿冊、物品を文書主管課から受領し、任務終

了後、これを返還又は次直者に引継ぐものとする。 

第４条 当直員は次の簿冊、物品を文書主管課から受領し、任務終

了後、これを返還又は次直者に引継ぐものとする。 

 (1)～(5) 略  (1)～(5) 略 

 (6) 佐賀県文書規程および佐賀県公印規程  (6) 佐賀県文書管理規程及び佐賀県公印規程 

 (7)～(15) 略  (7)～(15) 略 

 （佐賀県労働委員会事務局処務規程の一部改正） 

４ 佐賀県労働委員会事務局処務規程（昭和 26 年佐賀県訓令甲第１号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（文書の管理） （文書の管理） 

第10条 文書の管理については、佐賀県文書規程（昭和55年佐賀県

訓令甲第１号）の規定（同規程第45条第２項、第47条第２項及び

第49条の規定を除く｡）及び佐賀県電子メール取扱規程(平成25年

佐賀県訓令甲第10号)の規定の例による。 

第10条 文書の管理については、佐賀県文書管理規程（昭和55年佐

賀県訓令甲第１号）の規定（同規程第45条第２項、第47条第２項

及び第49条の規定を除く｡）及び佐賀県電子メール取扱規程(平成

25年佐賀県訓令甲第10号)の規定の例による。 

 （佐賀県電子メール取扱規程の一部改正） 

５ 佐賀県電子メール取扱規程（平成 25 年佐賀県訓令甲第 10 号）の一部を次のように改正する。 

  次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

（所属アドレスで送受信した電子メールの管理）  （所属アドレスで送受信した電子メールの管理） 

第５条 所属アドレス（職に付与されたものを除く｡）で送受信した

電子メールを管理する者（以下「所属アドレス管理者」という｡）

は、佐賀県文書規程（昭和55年佐賀県訓令甲第１号。以下「文書

規程」という｡）第６条に規定する文書主任をもって充てる。 

第５条 所属アドレス（職に付与されたものを除く｡）で送受信した

電子メールを管理する者（以下「所属アドレス管理者」という｡）

は、佐賀県文書管理規程（昭和55年佐賀県訓令甲第１号。以下「文

書管理規程」という｡）第６条に規定する文書主任をもって充てる。 

２ 所属アドレス管理者は、必要に応じ文書規程第６条第３項に規

定する課長又は所長が所属職員のうちから指名する者に、前項に

２ 所属アドレス管理者は、必要に応じ文書管理規程第６条第３項

に規定する課長又は所長が所属職員のうちから指名する者に、前
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改正前 改正後 

規定する管理を行わせることができる。 項に規定する管理を行わせることができる。 

 （受信メールの処理）  （受信メールの処理） 

第７条 所属アドレス管理者その他の職員は、受信メール（所属ア

ドレスで受信した電子メールをいう。以下同じ｡）のうち必要なも

のについては、電子文書システム（電子計算機を利用して文書の

収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の文書管理に関する事務の

処理を行うシステムをいう｡）又は紙への出力により収受の手続を

行った後、文書規程の定めるところにより、必要な処理を行うも

のとする。 

第７条 所属アドレス管理者その他の職員は、受信メール（所属ア

ドレスで受信した電子メールをいう。以下同じ｡）のうち必要なも

のについては、電子文書システム（電子計算機を利用して文書の

収受、起案、決裁、保存、廃棄その他の文書管理に関する事務の

処理を行うシステムをいう｡）又は紙への出力により収受の手続を

行った後、文書管理規程の定めるところにより、必要な処理を行

うものとする。 

２・３ 略 ２・３ 略 

 

 

 


